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建設環境委員会会議録 

 

平成２４年１２月１２日 水曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午後 ０時１３分閉議（実時間１１９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１１５号・平成２４年度八代市一般

会計補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第１１８号・平成２４年度八代市農業

集落排水処理施設事業特別会計補正予算・

第１号 

１．議案第１３２号・契約の変更について 

１．議案第１２７号・八代市手数料条例の一部

改正について 

１．議案第１２９号・八代市風致地区内におけ

る建築等の規制に関する条例の制定につい

て 

１．陳情第６号・八代市発注の競争入札参加資

格者選任について 

１．所管事務調査 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

  （ごみ非常事態宣言後の状況について） 

  （八代市環境センター建設事業の進捗状況

について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

副委員長  堀 口   晃 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  田 中   安 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  松 浦 輝 幸 君 

 

※欠席委員 田 方 芳 信 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 環境部長      福 田   晃 君 

  環境部次長    宮 川 正 則 君 

  ごみ対策課長   山 口   剛 君 

  環境センター建設課長 小 橋 孝 男 君 

 建設部長      船 藏 満 彦 君 
 
  建設部総括審議員 
           原     浩 君 
  兼次長 
 

  下水道総務課長  松 本 貞 喜 君 
 
  下水道総務課長補佐 
           岩 坂 義 明 君 
  兼水洗化促進係長 
 
 
  建設部理事 
           下 川 哲 夫 君 
  兼街路公園課長 
 
 
  建設部理事 
           羽多野 俊 光 君 
  兼建築指導課長 
 

  都市政策課長   松 本 浩 二 君 

 総務部 

  契約検査課長   桑 田 謙 治 君 

                              

○記録担当書記    寺 原 哲 也 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○副委員長（堀口 晃君） それでは、定刻と

なり定足数に達しておりますので、ただいまか

ら建設環境委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

 本日は委員長が欠席しておりますので、私が

かわって委員長の職務を行います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

                              

◎議案第１１５号・平成２４年度八代市一般会

計補正予算・第８号（関係分） 

○副委員長（堀口 晃君） 最初に、予算議案

の審議に入ります。 

 それでは、議案第１１５号・平成２４年度八
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代市一般会計補正予算・第８号中、当委員会関

係分を議題とし、説明を求めます。 

 まず、第４款・衛生費について、環境部から

説明をお願いします。 

○環境部長（福田 晃君） 委員長。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、福田環境部

長。 

○環境部長（福田 晃君） はい。おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 ただいま委員長が申されました議案第１１５

号・平成２４年度八代市一般会計補正予算・第

８号で、環境部に関係します１２月補正につい

て、宮川次長が説明いたしますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。宮川環境部

次長。 

○環境部次長（宮川正則君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）それでは、座りまして説明をさせていただ

きます。 

 それでは、議案第１１５号・平成２４年度八

代市一般会計補正予算・第８号中、当委員会に

付託されております環境部関連につきまして御

説明をさせていただきます。 

 まず、予算書の御説明に入ります前に、人件

費に関します今回の補正の概要を御説明いたし

ますと、本年度は月例給、期末勤勉手当等の給

与改定がございませんでしたので、補正を必要

といたします主な要因としましては、人事異

動、退職者及び休職者等の影響によるものでご

ざいます。 

 それでは、予算書の１４ページをお開きくだ

さい。 

 款４・衛生費、項２・生活環境費でございま

す。 

 まず、目１・生活環境総務費におきまして、

補正前の額３億５２１５万２０００円に対し、

節２・給料から節４・共済費を合わせまして、

１１４３万１０００円の増額となっておりま

す。これは、当初予算で予定しておりました職

員数を１名増員するなどの人事異動や育児休暇

等に伴うものでございます。 

 次に、目２・環境保全対策費におきまして、

補正前の額２７３６万９０００円に対し、節１

８・備品購入費におきまして、１９８万円の増

額となっております。これは、本年３月の九州

新幹線のダイヤ改正以降、新八代駅を通過する

列車のスピードアップが図られたことに伴い、

沿線住民の騒音や振動に対する不安や不満の声

が高まっていること、また、市は、本年８月、

鉄道・運輸機構に対し、本年度末までを目途に

環境基準を達成するよう申し入れを行っている

ことなどを踏まえまして、市として新幹線騒音

・振動に対する調査体制をできるだけ早く整備

することが必要との考えから、説明欄に記載し

ております測定機器及び測定データ管理ソフト

の購入経費につきまして、補正をお願いするも

のでございます。 

 次に、目５・塵芥処理費におきまして、補正

前の額１９億５６８１万７０００円に対し、節

２・給料から節４・共済費の増減を合わせまし

て、５万１０００円の増額となっております。

これは人事異動に伴うものでございます。 

 次に、目６・し尿処理費におきまして、補正

前の額２億９６９５万８０００円に対し、節２

・給料から節４・共済費の増減を合わせまし

て、１０１万１０００円の減額となっておりま

す。これは人事異動に伴うものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審

議方よろしくお願いいたします。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。それでは、

以上の部分について質疑を行います。質疑ござ

いませんか。 

 はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、先に。
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（委員中村和美君「どうぞ」と呼ぶ） 

 ２目のですね、環境保全対策費で、環境保全

対策事業で、備品購入で測定器を購入するとい

うことでした。太田郷の市政懇談会市長と語ろ

う八代のまちづくりですかね、そん中でもかな

り住民の皆さんから厳しい口調で、測定をする

測定器を持っていないと、八代市が持っていな

いて、何たることぞというようなですね、そう

いった話があったわけですけど、今回購入され

るということで、どのような計画を持って、ど

の時点あたりを測定しようと思っておられるの

か、まずはそこをお聞かせいただきたいという

ふうに思います。 

○環境部次長（宮川正則君） はい、委員長。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、宮川環境部

次長。 

○環境部次長（宮川正則君） まず今回、補正

をですね、議決いただいて、１２月早々にです

ね、購入手続に入りまして、最終的に購入がで

きるのが大体１月末ぐらいかなと思っておりま

す。 

 その後、地元のですね、皆さん方とずっと協

力――お互いですね、情報交換しながら、今後

その測定をどういった場所で行うかということ

をですね、まずは相談させていただいて、あわ

せて、今回購入する予定のですね、騒音計、そ

れでもってですね、騒音のですね、大体測定し

て、目安をまず確認したいと思っております。

どういった場所が適当かということをですね。

それは市もやりますし、あわせて地元のです

ね、御意見を伺いながらですね、ポイントを決

めたいと思っております。 

 その後は、２５年度の予算でですね、また改

めて当初予算で、測定の委託等もですね、予定

をしたいと思っておりますので、そちらのほう

にぜひつなげていきたいと考えております。 

○副委員長（堀口 晃君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。地元を調整して

いただくということで、やっと住民の皆さんの

意をですね、酌んでいただく形が見えてきたか

なというふうに思うとですけども、地元という

方々を、どういった方々を対象にするかという

ところも、また確認しておきたい部分じゃある

んですけど、行政のほうで沿線の方々にチラシ

をお配りになってとか、何かそういった方法を

考えられるんでしょうか。どういった方法で地

元に呼びかけていかれるのか、そこを確認させ

てもらいたいと思います。 

○環境部次長（宮川正則君） 委員長。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、宮川環境部

次長。 

○環境部次長（宮川正則君） まだですね、ど

ういった形でですね、やるかということは、我

々行政がですね、考えることも必要なんですけ

ども、まずは地元にですね、お諮りをさせてい

ただいて、――まあ地元といいますと、我々か

ら申し上げますと、市政協力員さん方ですね。

そういった方々にまずどういった方法をとるか

ということのですね、御相談、こういったもの

をですね、させていただいて決めたいと思って

おります。 

 市が一方的に決めるんじゃなくてですね、あ

くまでも地元のですね、御意見、そういったも

のを踏まえた形で、どういった調査の仕方する

か、つまり対象とそういったものを含めてです

ね、地元のお話聞いて決めていきたいと思って

おります。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 校区長さん、それから

沿線の市政協力員さん、そういった方々を窓口

にということですので、そのあたりは丁寧にで

すね、お願いをしておきたいというふうに思い

ますし、もう一点確認をさせていただきたいん

ですが、説明の中で、調査体制を整えていきた

いということでしたが、この調査体制という部

分では、どのようなものを考えておられるんで



 

－4－ 

しょうか。 

○環境部次長（宮川正則君） 委員長。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、宮川環境部

次長。 

○環境部次長（宮川正則君） 今回、騒音計と

振動計の測定用のですね、装置とデータ管理ソ

フト、これをお願いしておりますけども、あく

までも機器がそろってですね、最終的にそれを

実際測定するためにはですね、やはり職員が十

分ですね、操作、それからいろんな外的条件、

そういったものをですね、熟知をする必要があ

ると思っております。 

 その体制の中には、今言いましたまず装置の

購入、それから、それを使いこなしてですね、

正確なデータをとることができるような職員の

やっぱりスキルアップ、こういったものをです

ね、含めて調査体制と考えております。よろし

いでしょうか。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。測定器はです

ね、どうしても購入せぬといかぬどということ

で理解はするんですが、管理用のソフトですよ

ね。ソフトというのは、今、市販のパソコンあ

たりで非常に便利なソフトがあって、そのソフ

トを活用した手づくりの部分も考えられると思

うんですが、もういっちょ、その管理用のソフ

トを購入される必要性という部分をお聞かせい

ただいていいですか。 

○環境部次長（宮川正則君） はい、委員長。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、宮川環境部

次長。 

○環境部次長（宮川正則君） 基本的に、通常

ですね、パソコンで使うデータ解析、これは、

例えば統計学とかそういったものございますけ

ども、そういったもののですね、データ管理じ

ゃなくて、例えば騒音を騒音計ではかりますで

すね。音をとりますですね。音をとったとき

に、その音をですね、まずその音が確実に新幹

線の音かどうかということも含めたですね、確

認をする必要がございます。 

 それと、今度は全く違う、暗騒音との関係が

ありまして、暗騒音との比較、そういったもの

をですね、人が耳で聞きながら、しかもです

ね、数値的な計算によってですね、その差を十

分確認をするといういろんなですね、ことが必

要になってくるもんですから、そういったもの

をですね、通常の、例えばパソコンのソフトを

組んでやるということはできないと思います。 

 これは音響工学に基づいたですね、メーカー

のほうでそのソフトをつくっておりますし、そ

の内容についてはですね、環境省のほうで十分

確認をした上でですね、ソフトが一般に使われ

ておりますので、そういった意味からも、実

際、手づくりでやるということはできないと思

っております。 

 以上です。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。あとは沿線の方

々のですね、思いが十分反映されるように対応

をお願いをしておきたいというふうに思いま

す。窓口は恐らく環境課ということでいいんだ

ろうと思いますので、ぜひその点をですね、強

く要望しておきたいと思いますので、よろしく

お願いしときます。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。それでは、

ほかありませんか。ないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。それでは、

以上の部分について質疑を終わります。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。以上で第４

款・衛生費について終了いたします。（｢あり

がとうございました」と呼ぶ者あり） 

 はい。それでは引き続き、第７款・土木費に

ついて、建設部から説明を願います。 
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○建設部長（船藏満彦君） 委員長。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、船藏建設部

長。 

○建設部長（船藏満彦君） はい。おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）建設部でございます。 

 本委員会に付託されました議案第１１５号・

平成２４年度八代市一般会計補正予算（第８

号）中、当建設部所管分につきまして、原総括

審議員兼次長より説明させますので、よろしく

お願いいたします。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。 

○建設部総括審議員兼次長（原  浩君） 委

員長。 

○副委員長（堀口 晃君） 原建設部総括審議

員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（原  浩君） は

い。皆さん、おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり）それでは、座っ

て説明させていただきます。 

 今回、補正をお願いしておりますのは、人事

異動等に伴う人件費補正でございます。 

 予算書の７ページをお開きください。 

 款７・土木費では、補正前の額５４億９０８

０万５０００円に、３９９万５０００円を増額

補正いたしまして、補正後の額を５４億９４８

０万といたしております。 

 １７ページにお戻りください。各項目ごとに

御説明いたします。１７ページの下のほうでご

ざいます。 

 款７・土木費、項１・土木管理費のうち、目

１・土木総務費では、職員６名分で２６０万５

０００円の減額でございます。 

 次の目２・建築総務費では、職員２０名分で

４４万３０００円の増額です。 

 １８ページをお開きください。 

 項２・道路橋梁費のうち、目１・道路橋梁総

務費では、職員１名増の２１名分で、８０３万

４０００円の増額です。 

 次の目３・道路新設改良費では、職員２２名

分で７５万８０００円の増額です。 

 項４・港湾費、目２・港湾建設費では、職員

４名分で２２万４０００円の減額です。 

 項５・都市計画費、目１・都市計画総務費で

は、職員１０名分で２０万３０００円の増額で

ございます。 

 次の目２・街路事業費では、職員５名分で１

７６万３０００円の増額。 

 次の目３・都市下水路費では、職員１名減の

１名分で７０４万２０００円の減額。 

 次の目４・公園費では、職員４名分で３２万

８０００円の増額。 

 次の目５・区画整理費では、職員９名分で３

７万円の増額でございます。 

 項６・住宅費、目１・住宅管理費では、職員

６名分で１９６万７０００円の増額でございま

す。 

 以上、土木費における人件費補正は、職員１

０８名分で、３９９万５０００円の増額でござ

います。 

 よろしく御審議お願いいたします。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、ただいま説

明が終わりました。 

 それでは、以上の部分について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。それでは、

以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。なければ、

これより採決いたします。 

 議案第１１５号・平成２４年度八代市一般会

計補正予算・第８号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 
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（賛成者 挙手） 

○副委員長（堀口 晃君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。（｢あり

がとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１１８号・平成２４年度八代市農業集

落排水処理施設事業特別会計補正予算・第１号 

○副委員長（堀口 晃君） はい。次に、議案

第１１８号・平成２４年度八代市農業集落排水

処理施設事業特別会計補正予算・第１号を議題

とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） 委員長。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、松本下水道

総務課長。 

○下水道総務課長（松本貞喜君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）下水道総務課の松本でございます。隣が

補佐の岩坂でございます。（下水道総務課長補

佐兼水洗化促進係長岩坂義明君「よろしくお願

いします」と呼ぶ） 

 座りまして説明をさせていただきます。 

 議案第１１８号・平成２４年度八代市農業集

落排水処理施設事業特別会計補正予算・第１号

について御説明いたします。 

 別冊になっております補正予算書をお願いし

ます。 

 予算書の１ページをお願いします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出そ

れぞれ６７万１０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ１億３９９万とするもので

ございます。 

 内容につきましては、事項別明細書で御説明

いたします。 

 ５ページをお願いします。 

 ３の歳出から説明させていただきます。 

 款１・農業集落排水処理事業費、項１・農業

集落排水処理事業費、目１・農業集落排水事業

費でございますが、６７万１０００円を追加

し、補正後の金額を４４１３万５０００円とす

るものでございます。これは、人事異動等に伴

う人件費の不足額でございます。 

 次に、２の歳入でございますが、款３・繰入

金、項１・一般会計繰入金、目１・一般会計繰

入金で、６７万１０００円を追加し、補正後の

金額を６７６１万７０００円にいたしておりま

す。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしく御

審議をお願いします。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。それでは、

以上の部分について質疑を行います。質疑あり

ませんか。よろしいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。それでは、

以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１１８号・平成２４年度八代市農業集

落排水処理施設事業特別会計補正予算・第１号

について、原案のとおり決するに賛成の方の挙

手をお願いします。 

（賛成者 挙手） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。挙手全員と

認め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢どうもありがとうございました」と呼ぶ者

あり） 

                              

◎議案第１３２号・契約の変更について 

○副委員長（堀口 晃君） それでは次に、事

件議案の審査に入ります。 

 議案第１３２号・南川大橋下部工（Ｐ５）受

託工事に係る契約の変更についてを議題とし、

説明を求めます。 

○建設部理事兼街路公園課長（下川哲夫君） 

委員長。 
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○副委員長（堀口 晃君） はい、下川建設部

理事兼街路公園課課長。 

○建設部理事兼街路公園課長（下川哲夫君） 

はい。おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり） 

 建設環境委員会に付託されました議案第１３

２号・契約の変更について御説明をいたしま

す。座って説明をさせていただきます。 

 本契約の変更でございますが、都市計画道路

南部幹線におきまして、１級河川南川に建設中

の南川大橋５番目の橋脚の契約金額を変更する

ものでございます。 

 議案書では、上段に変更前、後段のほうに変

更後を記載いたしております。 

 変更前。 

 １、工事名。南川大橋下部工（Ｐ５）受託工

事。 

 ２、工事場所。八代市植柳新町一丁目。 

 ３、契約金額。２億４４７６万３２２３円。 

 ４、契約の相手方。福岡市博多区博多駅東二

丁目１０番７号、国土交通省九州地方整備局、

契約担当官、九州地方整備局長、中嶋章雅でご

ざいます。 

 次に、変更後でございます。 

 番号１、２の工事名、工事場所については変

更前と同様でございます。 

 ３、契約金額。２億９１９万８８円でござい

まして、前回より３５５７万３１３５円の減額

となっております。 

 契約の相手方。契約担当官が九州地方整備局

長、吉崎収にかわっております。 

 平成２４年１２月６日提出。八代市長、福島

和敏でございます。 

 提案理由。議会の議決を経た契約のうち契約

金額の１割以上または２０００万円以上の金額

に係る内容の変更につきましては、議会の議決

を経る必要があるためでございます。 

 今回の減額になりました内容につきまして、

御説明をしたいと思います。 

 今回、Ｐ５橋脚を工事いたしておりますが、

この橋脚や護岸工事の施工に伴いまして、土ど

めや水をとめる止水のための架設工事として、

鋼矢板の二重締め切りを計画いたしておりまし

たが、橋脚が完了し、その後、護岸工事での仮

締め切りが大型土のうで施工が可能ということ

になりましたことから、鋼矢板のリースを早目

に切り上げ、期間の短縮を行っております。こ

れによりまして、リース料の軽減がなされてお

ります。 

 また、今回の施工で計画しておりました堤防

の復旧につきまして、堤防舗装や川裏側の護岸

工事が、次年度以降計画しておりますＡ２・Ｐ

５の上の上部工につきまして、手戻り工事、取

り壊し等が生じることが判明しましたことか

ら、これらの工事を取りやめた経緯がございま

して、これによってもまた減額が生じてきたと

いうふうに国交省から聞いております。 

 以上が今回の減額変更の主な理由でございま

す。審議方よろしくお願いいたします。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。それでは、

以上の部分について質疑を行います。質疑ござ

いませんか。 

○委員（大倉裕一君） 済みません。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 図面か何かありません

か。もう少し詳しくお聞きしたいんですけど。 

○建設部理事兼街路公園課長（下川哲夫君） 

これでいくと、Ｐ５の橋脚…… 

○副委員長（堀口 晃君） 下川建設部理事兼

街路公園課長。 

○建設部理事兼街路公園課長（下川哲夫君） 

はい、説明します。 

○副委員長（堀口 晃君） 済みません、マイ

クを使ってもらっていいですか。説明者はマイ

クを。向こうで。 

○建設部理事兼街路公園課長（下川哲夫君） 
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よろしいでしょうか。 

 ここにＰ５橋脚をつくっておりまして、こち

ら側が河川側になります。ここに鋼矢板の二重

締め切りを行って、こちらの川側からの水の侵

入を防ぐために、鋼矢板施工を、締め切りを行

っております。 

 この部分ができまして、あと取りつけ護岸と

いうのが今回の工事に含まれておりますが、こ

の部分の護岸の工事につきまして、これだけの

鋼矢板の設置ではなくて、もう大型土のう等で

締め切りが可能というふうに聞いております。

ですので、これの矢板を早目に引き抜いて、リ

ース期間の短縮を行ってるということを聞いて

おります。 

 それともう一つでございますが、現在委託を

行っておりますのが、このＰ５橋脚でございま

す。今回このＰ５橋脚で掘削を行っております

が、そのような復旧として、これだけの仕上げ

で復旧するという当初計画でございましたが、

その後、ここにＡ２のアバットと上部工を施工

することになりますが、この上部工の施工の

際、こういう支保工を現場で設置する。そうし

ますと、この辺の手戻りとして、壊れたりいろ

んなことが出てまいりますもんですから、今回

の契約の中身を、この辺を削除させていただい

たと。これで減額が生じてるというふうに聞い

ております。 

○委員（中村和美君） 課長、よかですか。ち

ょっといいですか。 

○副委員長（堀口 晃君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。この図面は、下

流から上流を見たていうこっだろう。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、下川課長。 

○建設部理事兼街路公園課長（下川哲夫君） 

はい、そうでございます。 

○副委員長（堀口 晃君） よろしいでしょう

か。 

○委員（中村和美君） はい、わかりました。 

○副委員長（堀口 晃君） ほかありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。それでは、

以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（中村和美君） いいですか。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。意見ですが、非

常に経費面でも研究して、執行部として努力し

てやっておられたちゅうことには非常に好感が

持てたということでございます。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、ありがとう

ございました。 

 ほか意見ございませんか。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、質問にな

ってしまうんですけど。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、大倉委員、

どうぞ。 

○委員（大倉裕一君） 言わせてもらっていい

ですか。済みません。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、どうぞ。 

○委員（大倉裕一君） あと、この差額が４０

００万――３５００万ですか、ぐらいあります

が、この使い道という部分はどのような検討を

されているかというところをお聞かせいただき

たいと思いますが。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、下川課長。 

○建設部理事兼街路公園課長（下川哲夫君） 

はい。差額として、３５５７万ほど差額が生じ

ております。この金額につきましては、今委託

のほうで国交省のほうに、予算上は委託費で組

んでおりますが、これを工事請負費のほうに切

りかえさせていただいて、先ほどこの図面でも

説明しましたが、Ａ２の橋台がまだ１基下部工

として残っておりますので、その工事に入りた

いというふうに考えております。（委員大倉裕

一君「ありがとうございました。済みません」
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と呼ぶ） 

○副委員長（堀口 晃君） はい、ありがとう

ございました。 

 それでは、質疑を終了いたします。 

 ほか、意見ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第１３２号・南川大橋下部工（Ｐ５）受

託工事に係る契約の変更については、可決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。挙手全員と

認め、本案は可決されました。（｢ありがとう

ございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１２７号・八代市手数料条例の一部改

正について 

○副委員長（堀口 晃君） 次に、条例議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第１２７号・八代市手数料条例の

一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○建設部理事兼建築指導課長（羽多野俊光君）

 はい。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、羽多野建設

部理事兼建築指導課長。 

○建設部理事兼建築指導課長（羽多野俊光君）

 おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）建築指導課の羽多野でござ

います。 

 議案第１２７号・八代市手数料条例の一部改

正について御説明いたします。座って説明させ

ていただきます。 

 議案書では１３ページになっております。 

 今回の改正は、本年９月５日に公布され、１

２月４日に施行されました都市の低炭素化の促

進に関する法律、略して都市低炭素化促進法に

基づき、建築物の認定制度が創設され、その事

務に係る事務手数料の設定による改正でござい

ます。 

 最初に、手数料改正の根拠となる法律及び認

定の事務――認定制度の内容の概要を説明いた

します。 

 説明資料を準備しましたので、資料の確認を

お願いいたします。 

 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく

認定事務について、右上に説明資料１と記入し

ているＡ４判、それと都市の低炭素化の促進に

関する法律、裏面が、低炭素建築物の認定基準

の概要を示したカラーの両面焼き、右上に説明

資料２と記入しているＡ４判、合わせて２枚で

ございます。ごらんいただきながら説明させて

いただきます。 

 この法律は、社会経済活動その他の活動に伴

って発生する二酸化炭素の相当部分が都市にお

いて発生しているものであることを受けて制定

されたもので、内容は３つの内容になっており

ます。 

 １つ目は、国が都市の低炭素化の促進に関す

る基本的方針を策定すること。 

 ２つ目、市町村による低炭素まちづくり計画

の作成ができること。 

 ３つ目、低炭素建築物の普及の促進のための

措置として、民間建築物の新築等に関する計画

の認定制度が創設されたこと。 

 以上が内容の柱になっております。 

 今回の手数料の改正は、この３つ目の民間建

築物の新築等に関する計画の認定を行う際に必

要とする手数料を定めるものでございます。 

 説明資料１をごらんください。認定制度につ

いて説明いたします。 

 この認定制度ですが、今回制定された都市低

炭素化促進法の中で、税制優遇などの組み合わ

せで一定の省エネ性能がある低炭素型の住宅や

建築物の普及を後押しするために創設された制
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度でございます。 

 まず、認定制度の内容の１、概要でございま

すが、認定機関は所管行政庁となっており、本

市は特定行政庁でありますので、八代市の分は

八代市が行うことになり、その事務を所管する

建築指導課が行います。県内では熊本市、天草

市が行い、その他の市町村は県が行います。 

 次に、対象区域は市街化区域等となっており

ます。本市の場合は、用途地域が指定されてい

る区域となります。この法律が都市部を対象と

するものであることからでございます。具体的

には、市の中心部、鏡地区、日奈久地区の中心

部が対象になります。 

 認定基準は、資料にありますように、大きく

分けて３つの基準があります。 

 （１）は外皮性能の基準でございます。これ

は外壁、窓等の断熱性能などの基準でございま

す。 

 （２）は一次エネルギー消費量の基準でござ

います。これは空調、換気、照明、給湯などの

消費エネルギーの基準でございます。 

 （３）はその他の基準として、資料にありま

すように、①から⑧の基準のうち２つ以上の基

準に適合していること、または標準的な建築物

と比べて低炭素化に資する建築物として認めら

れるものが要件となっております。 

 次に、認定による効果等でございますが、認

定建築物につきましては、税制の優遇措置とし

ての所得税、登録免許税の軽減や建築基準法に

基づく容積率の緩和を受けることになります。

この容積率の緩和は、低炭素のための設備、蓄

電池、蓄熱槽などを設置するときに生じる床面

積が通常の建築物の床面積を超える場合に、容

積率の計算から除くことができるというもので

ございます。 

 次に、３、認定の手続でございますが、認定

は所管行政庁である八代市が行いますが、図に

示しておりますとおり、審査機関が発行する適

合証を添付して認定を受ける手続としておりま

す。 

 適合証につきましては、先ほど説明しました

認定基準について、適合しているかどうかを技

術的能力のある外部の審査機関を活用して審査

を事前に行うことで、合理的かつ効率的に行う

こととしております。 

 以上が認定制度の概要でございます。 

 次に、条例の内容でございますが、議案書１

４ページから１８ページをごらんください。 

 手数料の構成は、適合証の添付がある場合、

ない場合、それと建築物の種類によって分けら

れておりまして、戸数及び面積で区分しており

ます。建築物の種類につきましては、条文では

なかなかわかりにくいと思いますが、戸建て住

宅、共同住宅、共同住宅と住戸以外の部分の複

合建築物、それと一般の建築物となっておりま

す。 

 手続として、適合証を添付することとしてお

りますので、実質、適合証の添付がある場合の

手数料を使用することになります。手数料の額

は表にあるとおりで、県下行政庁統一した額と

なっております。 

 最後に、この手数料条例の施行でございます

が、この議会の議決後の公布の日としておりま

す。 

 この都市低炭素化促進法が１２月４日に施行

されている状況ではありますが、事前に県下特

定行政庁、県、熊本市、天草市とも協議を行

い、それぞれの議会の議決を経て施行すること

で、県下統一する形にしております。 

 説明資料の２につきましては、ただいま説明

しました都市低炭素化促進法と低炭素建築物の

認定基準の概要となっておりまして、これは国

が作成しているものでございます。 

 この低炭素化促進法及び認定の際の基準等に

つきましては、内容が多岐で専門的で、細かく

煩雑でありますので、この資料をごらんいただ
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きまして、御要望がございましたら連絡をいた

だき、煩雑な資料を持って個別に説明に出向き

たいと考えております。 

 以上が八代市手数料条例の一部改正について

の説明でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。それでは、

以上の部分について質疑を行いたいと思いま

す。質疑ございませんか。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） ちょっと見ただけだと

よくわからないんだけど、１４ページですか

ね、ここで、下の適合証が添付された場合のや

つですね。一つの例ですけど、一戸建ての住

宅、認定申請で６０００円、変更の認定申請が

３０００円としてますよね。それからもう一

つ、今度は１５ページの適合証が添付されない

場合の一戸建ての住宅の認定申請が３万６００

０円、それが変更後は、変更認定申請は１万８

０００円て、要するに何か適合証があってもな

くても、半分に、５０％減になるようなあれだ

けど、何か適合証が添付されたときのメリット

ちゅうのはあるんですか。何か、ただただ半額

になっていくというような、そんな雰囲気しか

受けないんですけれども。 

○副委員長（堀口 晃君） 表の見方だと思い

ますですね。 

 羽多野建築指導課長。 

○建設部理事兼建築指導課長（羽多野俊光君）

 はい。表の最初の表でですね、一戸建ての住

宅６０００円というふうになっております。そ

れが適合証が添付されない場合は３万６０００

円、要するに３万円高くなってるわけですね。

この３万円分がさっき言いました基準に適合し

ているかどうかの審査分ということです。審査

に際しては、エネルギーとか細かい計算をする

必要があるんで、それだけの手数料がかかると

いうことでございます。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） ということは、適合証

が添付された場合ちゅうとは、今までだったら

認定申請が一戸建てで６０００円だったちゅう

ことですよね。そのときに、適合証がなくて認

定申請すると、今度は、この表の見方だった

ら、次の適合証が添付されない場合の認定申請

というところのほうに見るわけですか。だか

ら、６０００円が３万６０００円に申請が上が

りますよと、適合証がなければ。そういうとり

方していいんですか。 

○副委員長（堀口 晃君） 羽多野建築指導課

長。 

○建設部理事兼建築指導課長（羽多野俊光君）

 まず、この表の見方ですが、認定申請と変更

認定申請とあります。変更認定申請というの

は、一度認定されて、そして増築とかそういう

の行われたときに変更する場合の手数料という

ことで、それだけ安くなるということですね。

適合証が添付された場合、そしてされない場合

という２つに分けてあるわけですね。だから、

添付されない場合は、行政庁に出していただい

て、その辺のチェックですね。基準については

まだ審査されてる状態なんで、それを除いた審

査ということで、審査手間が省けるんで、それ

だけ安くなるということです。 

○副委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

○委員（増田一喜君） はい、わかりました。 

○委員（橋本幸一君） もう一つよろしいです

か。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） この入りの段階です

が、これは何ですかね、新築だけですか。 

○建設部理事兼建築指導課長（羽多野俊光君） 

はい。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、羽多野建築

指導課長。 
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○建設部理事兼建築指導課長（羽多野俊光君）

 新築、増築、改築も入っております。（｢増

築」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） これは結局、つくる人

が市のほうに申請して、こういう設計でやりま

すちゅうことで、その辺で審査されて、適合か

適合でないかということを判断されるわけです

ね。 

○副委員長（堀口 晃君） 羽多野課長。 

○建設部理事兼建築指導課長（羽多野俊光君）

 これは、あくまでもそういう認定を受けたい

人、認定を受けることによって税金の特例措置

とかそういうのを受けられるんで、そういうの

を受けたい人が、希望する人が出されて、そし

て行政庁が認定すると。だから、希望される方

が申請者になるということですね。（｢義務じ

ゃないちゅうことか」と呼ぶ者あり） 

○委員（中村和美君） はい、いいですか。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、中村委員。 

○委員（中村和美君） じゃ、新築の場合にし

ても、設計事務所がどうせ、家建てたいなと我

々なんか素人が言ったときは、設計事務所が入

っでしょうが。その設計事務所にこういうのを

勉強させて、そっちのほうから、こういう低炭

素化のこういうのがありますからという徹底の

仕方の方法というのもあると思いますが、いか

がでございましょうか。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、羽多野課

長。 

○建設部理事兼建築指導課長（羽多野俊光君）

 この法律も今月の４日に施行されて、あと基

準関係も今月の３日に確定したという状況で

す。今後、年が明けてからですね、１月に県と

県下の行政庁一緒になってですね、説明会を開

催することになっております。 

 これが施行された後、今後ですね、ホームペ

ージとか広報紙とかそういう一般の方にはです

ね、広報したいということで考えております。

広報はこれからということでございます。 

○委員（中村和美君） はい。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、中村委員。 

○委員（中村和美君） 何かもうわからぬ、そ

のやり方、これからのやり方を、そうやって素

人ならば、そういう設計事務所等なんかに、こ

ういう法律がでけとりますのでというのを市の

ほうから徹底してもらえば、素人は、ああ、こ

うすると少しでも安く、──建てられるちゅう

とおかしかばってな、減免されるなて思えるん

じゃないかなというふうに思いますので、もう

あと結論としては、聞かぬですが、そういう利

用方法も、設計事務所等の打ち合わせなんかも

必要ではないかというふうにお願いをしときた

いと思いますが。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、要望で。 

 はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） 今は新築、増改築等に

任意に申請ちゅうような形なんですけれども、

太陽光パネルですね、太陽光の発電パネル、こ

ういうのをしたのも対象になるのかなと。もう

既にしてある人はもうだめちゅうことですか

ね、結局は。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、羽多野課

長。 

○建設部理事兼建築指導課長（羽多野俊光君）

 新しくできる、──例えば、これは認定され

てから着工という形になるんで、だから、もう

既にできてるちゅうことは、もう着工されてる

ことなんで、対象にならないんではないかと。

ちょっとその辺は確認しないといけないんです

が、認定されてから着工することとなっとりま

すんで。 

○副委員長（堀口 晃君） よろしいですか。

（｢一遍外してせぬばんとだろ」と呼ぶ者あ

り）ほか、ありませんか。 

 はい、大倉委員。 
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○委員（大倉裕一君） はい。認定による効果

で、減免とかがですね、ここ書いてあるんです

けど、標準的なモデルケースでこれぐらいって

いうのは何か具体例はないでしょうか。例え

ば、４０坪の新築の場合で、これぐらいの減免

があるよとか、例示がもしあればお願いしたい

と思います。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、羽多野課

長。 

○建設部理事兼建築指導課長（羽多野俊光君）

 標準的な例というのは、ちょっと手元に資料

もないんですが、この説明資料２ですね、この

左側のほうに税金関係の軽減というのの表があ

ります。１つは控除額ですね、これが２４年度

で一般は３００万ですが４００万ということで

すので、住宅を新築する場合はこれ以上かかる

と思います。だから、これ、それ以上の住宅だ

ったらこれが適用されるということだけですの

で、幾らというのは、――４００万、２５年度

で３００万、控除額になりますよということだ

けの話になります。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。税の話になる

と、非常にですね、複雑で難しかところがある

んですけど、一般の市民というのは、なかなか

このあたりを理解していくというのは難しい部

分があると思います。 

 先ほど、中村委員のほうからも意見があっと

りましたけれども、この法律をですね、やっぱ

り周知して浸透させていくという方法が、これ

から大きな課題かなというふうに思いますの

で、わかりやすいですね、説明と資料提供、そ

ういったところで普及していただくように、浸

透していただくようにですね、お願いをしてお

きたいというふうに思います。 

 また個別にお尋ねはさせてもらいたいと思い

ますので、よろしくお願いしときます。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。ほかありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。なければ、

以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） なければ、これよ

り採決をいたします。 

 議案第１２７号・八代市手数料条例の一部改

正については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。挙手全員と

認め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり）

ありがとうございました。 

                              

◎議案第１２９号・八代市風致地区内における

建築等の規制に関する条例の制定について 

○副委員長（堀口 晃君） 次に、議案第１２

９号・八代市風致地区内における建築等の規制

に関する条例の制定についてを議題とし、説明

を求めます。 

○都市政策課長（松本浩二君） 委員長。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、松本都市政

策課長。 

○都市政策課長（松本浩二君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）都市政策課長

の松本でございます。議案第１２９号・八代市

風致地区内における建築等の規制に関する条例

の制定について御説明いたします。座って説明

させていただきます。 

 それでは、議案書の２１ページ及び２２ペー

ジから３１ページまでが本条例案になります。 

 まず初めに、風致地区の説明をさせていただ

きます。 

 風致地区とは、都市に残された山の緑や清ら

かな水などの自然的要素に富んだ良好な景観を
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維持するために定める都市計画法に基づく地域

地区の一つでございます。この良好な自然環境

や歴史的景観を保持している地域、文化財、社

寺等のある区域などを指定しているものでござ

います。 

 この風致地区では、都市計画法に基づき、風

致政令で定める基準に従い、地方公共団体の条

例により、風致の維持に影響を及ぼす建築物の

建築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為に対

して一定の規制を行うことで、自然景観との調

和を図りつつ、都市環境の保全を図っておりま

す。 

 お手元にお配りしておりますＡ４判の都市計

画図をごらんください。 

 この風致地区を八代市では１カ所、古麓町の

春光寺東側一帯の山麓、約１３.７ヘクタール

の区域を古麓風致地区としまして、昭和４６年

に都市計画決定いたしているところでございま

す。 

 この地区は、四季を通じて市民行楽の地であ

る春光寺周辺の静寂な自然環境を保全する目的

で都市計画決定されておりまして、これまで熊

本県の風致条例によって、地域の変貌をもたら

す行為に一定の制限を加えてきたことで、その

自然的景観が維持されてきたところです。 

 本日御審議いただきます議案につきまして

は、いわゆる地域主権に関する第２次一括法が

施行され、風致地区に関する政令の一部改正が

なされたことを受けまして、法令に基づく権限

移譲によりまして、これまで県にありました１

０ヘクタール以上の風致地区に係る行為の許可

に関する条例の制定及び許可事務の権限が市町

村に移譲されましたことから、１０ヘクタール

以上の風致地区を有します八代市でも、新たに

本条例を制定する必要が生じたものです。 

 条例で定めます規制の内容といたしまして

は、これまで熊本県の条例に基づき、八代市で

も指導、事務を実施してきましたことから、今

回の条例につきましても同様に、政令の規定に

従い、県条例を踏襲する内容といたしておりま

す。 

 続きまして、条例の主な内容につきまして、

条文に沿って御説明をいたします。 

 議案書の２２ページをお願いいたします。 

 第１条では、この条例を定める趣旨を定めて

おります。 

 第２条では、第１項で、地区内における建築

物等の新築、増築や宅地の造成などは市長の許

可が必要な行為を、第２項では、都市計画事業

として行う行為や風致の維持に著しい支障を及

ぼすおそれの少ない行為の場合は許可を要しな

いことを、第３項では、国や県が行ういわゆる

公共事業については、許可にかえて協議とする

ことを明記をしております。 

 また、２４ページの第３条では、高速道路の

新設や改築などの適用除外となる行為を規定し

ておりまして、続きまして２７ページの第４条

では、許可が必要な行為の許可基準を示してお

ります。 

 続きまして、飛びますが、３０ページの第５

条では、風致維持のために行う市長の助言また

は勧告について、また第６条では、許可の取り

消しやその効力を停止するなどの監督処分につ

いて記載をいたしております。 

 ３１ページの第７条では、この条例施行のた

めに必要な立入検査の実施について定め、第８

条では、条例の施行に関し必要な事項は規則で

定めることを、同じく第９条から第１１条まで

は、違反した者に対する罰則を規定し、罰金に

処す旨の規定を設けております。 

 なお、施行の時期につきましては、この政令

の施行日であります平成２４年４月１日から３

カ年の経過措置が設けられておりますことか

ら、熊本県と歩調を合わせ、平成２５年４月１

日に同時施行する予定といたしております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ
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ろしくお願いいたします。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。ただいま説

明が終わりました。 

 それでは、以上の部分について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

○委員（中村和美君） はい、委員長。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。お尋ねします。

この古麓地区は、大体が風致地区というのにな

っとっとすると、地元の人たちは、これはみん

な完全に理解しておられるのかな。お聞きしま

す。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、松本都市政

策課長。 

○都市政策課長（松本浩二君） この地区が都

市計画決定されましたのが昭和４６年で、約４

０年間経過をしているところですが、この土地

のほうが、約半分弱、３分の１程度が市有林、

そしてあと残りが主に春光寺さん、あとは古麓

の稲荷神社の境内の敷地でございまして、現在

までこちらの記録に残っておりますところから

見ましたら、春光寺さんの申請で３件、あと石

材屋さんの申請で１件、４件程度、ここ２０年

間ぐらいで申請がなされている状況で、余り民

有地が入り組んでいない土地であるというふう

に考えております。 

 以上です。 

○委員（中村和美君） はい、委員長。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、中村委員。 

○委員（中村和美君） なぜ言ったかちゅう

と、民有地ならば、やっぱり知らずにですね、

破っていうことになってですね、大ごとするこ

と、もめごとになるて、裁判になるということ

もあるんじゃないかと思いましたが、まあ春光

寺さんとか、あと一、二軒でしたら御存じだと

思いますし、またこういう新たなる規制という

か、を御理解をいただくようにということです

ね、努力をしていただけたら、もめごともなく

なるんじゃないかと思いますので、よろしくお

願いします。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。ほかありま

せんか。 

 はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） この地区の期限という

のは、何年更新とかあるわけですか。永久にず

っとこの指定を。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、松本都市政

策課長。 

○都市政策課長（松本浩二君） はい。都市計

画決定を行いますので、いつまでということで

はありませんで、もしもこの地区がどうしても

こういう景観を維持していくのに無理が生じる

っていいますか、何かの事態がありましたとき

に、都市計画決定によって変更あるいは廃止と

いう手続がない限り、永久に続くという形にな

ります。 

○副委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

 はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） これはちなみに、以前

私が地方分権のことで質問したとき、権限移譲

に伴う結局予算措置っていうか、恐らく事務費

とかが移譲されておる、その辺の部分はどうな

ってるんですか。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、松本課長。 

○都市政策課長（松本浩二君） 今回の権限移

譲につきましては、法定の権限移譲になります

ので、従来、県から事務手数料といいますか、

八代市が申達業務とか、これまでもやっていた

んですが、そういうのはなくなるというふうに

考えております。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） じゃ、もう予算措置て

全然ないと思ってよろしいんですね。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、松本課長。 

○都市政策課長（松本浩二君） はい、この条

例の許可事務につきましては、予算措置等は特
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段考えておりません。 

○副委員長（堀口 晃君） よろしいですか。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。ほかありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。以上で質疑

を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。なければ、

これより採決いたします。 

 議案第１２９号・八代市風致地区内における

建築等の規制に関する条例の制定については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。挙手全員と

認め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢どうもありがとうございました」と呼ぶ者

あり） 

                              

◎陳情第６号・八代市発注の競争入札参加資格

者選任について 

○副委員長（堀口 晃君） はい。それでは次

に、請願・陳情の審査に入ります。 

 当委員会に付託となっております継続審査の

陳情１件です。 

 それでは、陳情第６号・八代市発注の競争入

札参加資格者選任についてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりです。 

 本陳情について、質疑、御意見等はございま

せんか。 

○委員（大倉裕一君） 委員長、いいですか。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。これ前回、９月

議会で上げられた陳情ですけれども、その審査

をする中で、前回、専門的にちょっとお聞きを

したいというような内容もあったかというふう

に思います。特に独禁法とか競争性を阻害する

ような部分がないのかですね、そのあたりを担

当課のお話も聞いてみたいと思いますので、よ

ければ担当課のほうを入れていただければと。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、わかりまし

た。執行部からの説明ということで。 

 じゃ、小会いたします。 

（午前１１時０１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０２分 本会） 

○副委員長（堀口 晃君） それでは、本会に

戻します。 

 桑田契約検査課長。 

○契約検査課長（桑田謙治君） はい、委員

長。 

○副委員長（堀口 晃君） どうぞ。 

○契約検査課長（桑田謙治君） はい。御質問

の点ですが、今回陳情された内容について、独

占禁止法等に抵触する部分はないのかどうかと

いう点でございますが、一応これにつきまして

は、公正取引委員会九州事務所というところが

ありまして、一応、参考のために照会をいたし

ております。 

 照会した回答内容について簡単に御報告いた

しますと、今回要望──電気工事協同組合２団

体の方が要望をされていらっしゃるということ

で、中身につきましては、本社を置き、電気工

事協同組合に加入している業者を最優先に指名

するとか、あと、八代市に営業所等を設置して

２０年未満の電気工事業者につきましては指名

をしないとか、そういった点が要望事項等あっ

てたかと思いますが、このあたりについてちょ

っと確認を、照会をいたしましたところ、基本

的に要望自体については、業者さんのそういっ

た団体の要望ということで、何ら要望自体につ

いては独禁法等については問題はないんじゃな

いかということで、あと、どちらかといいます
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と、この要望云々について、市等が何らか採用

するかどうかというのは、市の発注方針、市の

選定基準にかかわる部分にかかわるということ

で、その後、それにつきましては市の判断をど

うされるかということでございます。 

 ただ、もし仮に採用し、そういった形での要

望に沿ったような選定をした場合に、一番心配

されるのが、特定の業者に偏ったり、もしくは

そういった組合だけでされる場合、仮にそうい

った組合だけを最優先に指名したとかした場合

に、当然、その組合員同士で談合等の疑いにつ

ながったりした場合は、そういう場合について

は問題が出てくるんじゃないかということで、

そういった情報等があった場合は、当然、市と

してもそういった疑いがある場合は、公正取引

委員会に報告をしなければならないという規定

もありますし、公正取引委員会としても、当

然、調査対象になるということでございまし

た。 

 要は、そうした場合に、一つは、先ほど言い

ましたように、この選定方針、発注方針につい

ては、もう市のほうの考え方ということで、そ

れ自体はもう市のほうでどうされるかというこ

とでございました。ただ、先ほど言いましたよ

うに、そうした場合に、ある特定業者に偏った

り、そういった組合員から選ぶという形になっ

た場合に談合等につながりかねないというおそ

れがあった場合は、当然、法に抵触する場合も

出てくるんじゃないかということでございまし

た。 

 市としましても、基本的に、今選定につきま

しては、任意の組合に加入されてらっしゃるか

らといって、特に優先的な指名を今現在してる

ところではございません。当然、選定に当たっ

ては、そういった経営状況とか工事成績、地理

的条件、手持ち工事の状況、そういった──あ

と当該年度における指名回数、受注の状況等を

総合的に勘案して、特定の者に偏らないように

選定を今いたしてるところでございます。 

 ということで、そういった特定の任意の団体

に加入されていらっしゃるからといって、特に

優先的に指名をしてるということではございま

せん。 

 ただ、災害協力団体等につきましては、市に

貢献をされるということでございますので、そ

ういった災害協定団体等につきましては、配慮

はしているところでございます。 

 以上でございます。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、ありがとう

ございました。 

 何かお聞きしたいこと、質疑ございますか。 

○委員（増田一喜君） 質疑的にはないんです

けどね。質疑はないけど、ちょっと意見いいで

すか。 

○副委員長（堀口 晃君） ああ、御意見。は

い、どうぞ。増田委員。 

○委員（増田一喜君） この件については前に

もちょっと審議しておりますけどですね、どう

も、この文言的にひっかかるんじゃないかなと

いうところがあるんですよ。気にかかるのがあ

るんですよ。まあ業者さんたちの気持ちはわか

りますけどですね。 

 以前、電気業界さんのほうなんか、電話一

本、転送電話一本で、市外の業者さんが八代の

事業をとっていかれるということで、以前やは

り電気業組合さんのほうから陳情書が出て、そ

こらはきちんとやってほしいちゅうことで対応

していただいておる中で、ここですね、文書か

らいくと１番の、一般競争・公募型入札におい

て最優先の選任に配慮願いたい、これはまあ、

以前の気持ちと一緒なんでしょうけども、ただ

１項めで、（１）のところですね、八代市に主

たる事務所（本社）を置き、かつ八代市に所在

する電気工事協同組合に加入しているというふ

うに、ここまで、かつからですね。加入してい

るちゅうこの文言で、余りにも限定し過ぎると
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いうところがある。 

 八代でも組合に加入してない業者さんもおら

れるし、そこまでちょっと外してしまうような

文言では、もともと市外の業者さんじゃなくて

市内の業者を優先してほしいちゅう趣旨から少

し離れるのかなということがあるので、このか

つからのですね、かつ八代市に所在するちゅう

この文言は、外したほうがいいのかなという気

はいたします。 

 それと２項目めが、２０年以上とか、余りに

も数字がきっちりし過ぎてですね、２０年てい

うと相当の長い期間ですからですね。これも余

り限定し過ぎてしまう。 

 だから、最終的には、極端な話をすれば、数

社しか残らないみたいなですね。もし５企業の

人たちが組合をつくってたら、そこにしか行か

ないちゅうような、今度は、これはやっぱりそ

うなると、言われるように、気持ちは独禁法に

はかからないでしょうけど、これをやってしま

うと、今度は独禁法に抵触するんじゃないかな

ちゅうところがあるからですね。 

 ほかにも２項目めのところにもやっぱり、

（３）のところには２０年未満とか、余りにも

そういう限定してしまうところあるから、もう

少しこのあたりの文言とかを訂正とか何とかさ

れるとか、そういう方法を考えてもいいんじゃ

ないかなと思うんですけれども。 

 私はこれちょっともう、今回については継続

という形のほうがいいのかなと。そのあたりも

もう少し勉強してですね、やったほうがいいか

なとは思っておりますけれども。 

 以上です。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） はい。私もですね、今

ずっとまた今回も見まして、公平性という点

で、やっぱり非常に疑問が残る部分もあるし、

もっとここは深めて議論する必要もあると思い

ますから、継続のほうで私もいいかと思いま

す。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、わかりまし

た。 

 田中安委員。 

○委員（田中 安君） 今の話、説明によりま

すと、やはり今、業界の皆さんの代表について

は、執行部のほうは、選定については十分に配

慮しているというお話でございました。だか

ら、１項目、２項目と２つに分けて、選任しな

いよう配慮願いたいとか最優先に選任に配慮す

るというお話は、執行部はもう十分にしてるん

だというふうに思います。 

 だから、ある意味じゃですね、選任しないよ

う配慮願いたいとかですね、そういう文言があ

るから、私はこれは受け付けないで審議未了に

しておいたほうがいいんじゃないかと。という

ことはですね、やはりこういうふうなのを議会

で受け付けたということのほうが、それがかえ

って問題になるんじゃないかというふうに思い

ますのでですね、審議未了にしていただいて、

もうそのあたりは執行部はわかっとるばいとい

うことで済ませたほうがいいんじゃないかなと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。ほかござい

ませんか。 

○委員（中村和美君） はい。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、中村委員。 

○委員（中村和美君） はい、中村でございま

す。 

 まあ、この文章を見た中では、縁戚者や知人

宅を便宜上営業所に充てるとか、専任技術者が

いないとか、これはもってのほかのことだとは

思うし、それとか２０年以上経過してなければ

入札参加できないとかですね、これはちょっと

あんまりハード的な言い方じゃないかなという

ふうには思います。 

 ただし、気持ちはわかります。我々なんかも



 

－19－ 

小さな会社ですけど、法人税、そして固定資産

税、払っとるわけですから、そうしながら市に

とかから仕事を――私はもらっておりませんけ

ど、そういう努力している企業はたくさん八代

におる。こういう企業は大事にせぬばいかぬて

思ったときに、私も継続か審議未了にどちらか

で、もう一回新たなですね、こういう出し方

で、ぜひ八代に、こうやって頑張っとる電気工

事組合であるから、ぜひ仕事をよろしくお願い

しますというような言い方の請願かであったな

らばいいんじゃないかなというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○委員（松浦輝幸君） よか。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、松浦委員。 

○委員（松浦輝幸君） 私も、気持ちはです

ね、気持ちは田中委員の言われたように、いろ

いろの文章とかいろいろそうしたことから考え

たら審議未了でいいかなと思いますが、まあ一

回ですね、文章書き直しなっと、それをするな

り、恩義をしてですね、審議未了じゃなくし

て、継続で今回、まあ一回やっとけばどうかな

というふうに思っています。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、わかりまし

た。 

 ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） よかですか。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。各委員さんも述

べられてますけども、私は田中委員の意見に賛

同しております。審議未了で取り扱わせていた

だければというふうに思っています。 

 その理由としては、やはり仕事を地元に優先

的に出すという、その考え方は理解できるんで

すけれども、やはり競争性を阻害するような内

容の文章がこの中に入っているということがあ

ります。その部分を議会がやはり認めていくと

いうことに対しても、非常に問題が出てくるん

ではないかという、その点が尽きるのかなとい

うふうに考えてます。 

 ただ、この方々の趣旨という部分では、前文

の中段ぐらいのところにあるように、営業所と

は名ばかりで常駐する社員はおらず、所内には

転送電話があるのみという同業者も参入してき

ていると。そういう業者が案件を受注している

という状況が実際にあったために、このような

陳情を上げてこられたというのも事実だろうと

いうふうに思います。 

 ですから、そういったところを推していただ

く陳情であればいいのかなとは思うんですが、

この内容の部分では、先ほど言いましたよう

に、少し理解しがたいところがありますので、

今回のこの件については、審議未了という取り

扱いで私はお願いをしたいというふうに思いま

す。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。もう委員の

皆さん、それぞれ意見が出尽くしたというふう

に思います。 

 では、ちょっと小会をしたいと思います。 

（午前１１時１６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２０分 本会） 

○副委員長（堀口 晃君） それでは、本会に

戻します。 

○副委員長（堀口 晃君） ただいま、継続審

査を求める意見と審議未了を求める意見があり

ますので、まず継続審査についてお諮りをいた

します。 

 本陳情について、継続審査とするに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。挙手多数と

認め、本件は継続審査とすることに決しまし

た。 

 課長、どうもありがとうございました。 

○契約検査課長（桑田謙治君） ありがとうご
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ざいました。 

○副委員長（堀口 晃君） 以上で付託されま

した案件の審査は全部終了いたしました。 

○副委員長（堀口 晃君） お諮りいたしま

す。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任いただきたいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） 異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○副委員長（堀口 晃君） 次に、当委員会の

所管事務調査２件を一括議題とし、調査を進め

ます。 

 当委員会の所管事務調査は、都市計画・建設

工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する

諸問題の調査、以上２件です。 

                              

・生活環境に関する諸問題の調査（ごみ非常事

態宣言後の状況について） 

○副委員長（堀口 晃君） このうち、生活環

境に関する諸問題の調査に関連して２件、執行

部から発言の申し出があっておりますので、こ

れを許します。 

 小会いたします。 

（午前１１時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２４分 本会） 

○副委員長（堀口 晃君） それでは、本会に

戻します。 

 まず、ごみ非常事態宣言後の状況について、

お願いいたします。 

○環境部長（福田 晃君） はい。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、福田環境部

長。 

○環境部長（福田 晃君） はい。お世話にな

ります。 

 ごみ非常事態宣言後の状況について、ごみ対

策課の課長でございます山口が報告申し上げま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○ごみ対策課長（山口 剛君） はい。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、山口ごみ対

策課長。 

○ごみ対策課長（山口 剛君） はい。ごみ対

策課の山口でございます。よろしくお願いいた

します。座って説明させていただきます。 

 ごみ非常事態宣言後の状況につきまして、今

年度の１０月と１１月の分の御報告をさせてい

ただきます。 

 それと資料のほうですけれども、表のほう、

１枚目と２枚目、数値に誤りがございましたの

で、差しかえのほうをお配りさせていただいて

おります。（｢これなしか」「こっちたいな」

と呼ぶ者あり）よろしかったですか。（｢担当

箱んとはなしやね」と呼ぶ者あり）はい。それ

では、そちらのほうで説明をさせていただきま

す。 

 まず、収集いたしましたごみでございますけ

れども、１０月で１５６９トンでございまし

た。２１年と比べますと１６トン減量になって

おります。一般の許可業者等から集めました搬

入ごみと合わせまして、トータルいたしまして

２４１０トンでございます。２１年と比較し

て、月で８７トン減っております。年間につき

ましては、その下のほうで、１０３９トン減量

ということになっております。 

 一方、資源物のほうですけれども、２１年と

比較して、月当たり２１トン増量しておりまし

て、過去１年間と比べますと、２１０トンの増

量となっております。トータルいたしまして、

資源物の搬入量でございますが、月で４５９ト

ン、年間の、過去１年間でございますが、５５
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２６トンということで、ふえている状況でござ

います。 

 それから、処理実績でございますが、収集量

と直接搬入合わせまして２４１０トンでござい

まして、それから中間処理をいたしました可燃

物を合わせまして２５７０トン発生しておりま

す。そのうち、焼却いたしましたのが１４４２

トンでございまして、外部委託量が９８５トン

を委託をしております。 

 焼却炉の運転状況でございますけれども、１

号炉は２９日の運転で１０７２トン焼却をして

おります。２号炉につきましては、１０月の１

１日より排ガス工事のために停止を行っており

ますので、稼働日数としましては１０日間、そ

れまでに燃やしました量が３７０トンでござい

ました。 

 そういうことで、排ガス工事に伴いまして外

部委託量がふえているという状況でございま

す。 

 日曜資源の日につきましては、１０月の実績

で、合わせまして８.４トンということでござ

いまして、夏場に比べて若干量的には減ってき

ている状況です。１０月は運動会ですとか行楽

シーズンもございましたので、その辺の影響か

なとも考えております。 

 続きまして、めくっていただきまして１１月

でございます。 

 １１月につきましては、１カ月で収集しまし

た量が１４５１トンとなっております。可燃

物、全体合わせまして２２３４トン、可燃物と

して搬入はされております。 

 それから資源物のほうですけれども、１カ月

で４５０トン、年間――過去１年ですけれど

も、５５６０トンという実績でございました。 

 処理実績につきましては、可燃物量が２３４

３トンということで、その後、焼却処理いたし

ましたのが１１４４トンでございます。外部委

託が１１６２トンでございました。１０月に引

き続きまして、１１月は２号炉のほうを完全に

１カ月間停止をしております。その分で、１０

月よりも若干外部委託量がふえております。 

 なお、排ガス工事でございますが、２号炉に

つきましては、今週の月曜日に火入れを行って

おりまして、２日間の乾燥だきを今行っており

ます。本日午後、夕方ぐらいから実際にごみを

投入しまして、焼却を開始したいと思っており

ます。徐々に焼却量のほうを上げながら、炉の

排ガスの状況と、それから焼却灰の状況を見な

がら、適正な数値を得られるまで試験をしたい

と思っております。 

 実績については、御報告は以上でございま

す。 

 それでは、続きまして、もう一つの資料をお

配りしておると思いますが、──清掃センター

西側壁面一部崩落についてということでお配り

をしております。よろしいですか。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。 

○ごみ対策課長（山口 剛君） ページをめく

っていただきまして、平面図のほうを載せてお

ります。その中に①、②、③、④ということ

で、後にお示ししております写真の撮影位置を

落としております。 

 １２月の６日の夜でございましたけれども、

清掃センターの南西側の角の部分のモルタルが

夜間に崩落をいたしまして、早朝、落ちている

ということで報告を受けたものでございます。 

 状況でございますが、写真のほう、めくって

いただいて、全景の①ということで、今回剥離

しましたところを赤線のところで示しておりま

す。 

 次に、２枚目のほうの写真でございますが、

先ほどの赤の部分の詳細な写真でございます。

今回剥離しましたところが、広さにしまして、

約１３.５平米程度でございまして、上部部分

が崩落をしております。下のほうの部分につき

ましては、まだ残っている状態でございます。 
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 次の写真の３番目ですけれども、そこの部分

を少し遠景から撮影したものでございまして、

今囲んでおります赤の部分が崩落したところで

ございますが、その反対部分のところも同じよ

うなモルタルが塗られておるところでございま

して、こちらのほうは、今のところ、まだ崩落

はしておりません。 

 次の４番目の写真でございますが、こちらの

ほうは東側の事務所の上の壁の状況でございま

す。こちらのほうは平成１１年の台風のときに

崩落をいたしまして、そのときに落とせるモル

タルの部分は撤去を行っております。その下の

写真は、一部落とせなかった部分が若干残って

いるという状況でございます。 

 次の一番最後の写真でございますが、今回落

下しましたモルタルの状況でございまして、厚

みが４５ミリ程度ございまして、かなり重いも

のでございます。下のほうの写真は落下した状

況でございます。 

 この周辺につきましては、破砕機の外側とい

うことになっておりまして、破砕機の運転につ

きましては、週に１回ぐらい運転をしておりま

して、夜間ということもありまして、作業員そ

の他、けがというようなことは発生しなかった

と、幸い起きなかったというふうに考えており

ます。 

 今後、安全対策でございますけれども、崩落

しましたところとあわせまして、残っておりま

す反対の側にはですね、一応バリケードをしま

して、現在、立入禁止ということで、委託職

員、それから一般の方々もそちらのほうには入

れないようにということで対応をしておりま

す。 

 今後の予定でございますが、残っております

半分部分と、それから北西側で残っております

モルタル部分、そちらのほう、それから１１年

度に撤去しました残りの部分、こちらのほうを

もう一度落として、落下する前にもう落として

しまいたいということで、今考えておるところ

でございます。 

 それから、工事費用ですけれども、現在、見

積もりをとっているところでございますけれど

も、できれば既決予算の修繕料、その他入札残

等を合わせまして処理費をできればと思ってお

りますが、あと養生費ですとか足場、その他が

まだどのくらいかかるかということがしっかり

判明をしておりませんので、できれば既決予算

の中で、ほかの委託料ですとかそういうところ

流用をしながら、何とか対応をできればなとい

うことで、財政のほうとも協議していきたいと

いうふうに考えております。 

 一応、御報告させていただきます。 

○副委員長（堀口 晃君） ただいま報告が終

わりました。 

 ごみ非常事態宣言後の状況についてと、外壁

の一部崩落について、あわせて質疑、何か御意

見等ございませんでしょうか。 

 はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。１１月、１２月

と、公民館祭りとかふるさと祭りとかが各所で

相次いで行われたというふうに思いますし、１

２月８日は人権フェスタが総合体育館で開かれ

ています。こういったイベントに対してのごみ

非常事態宣言に関係する協力依頼、ごみの減量

化、分別、そういったのは、担当課のほうから

どういった動きをされておりますでしょうか。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、山口ごみ対

策課長。 

○ごみ対策課長（山口 剛君） 今、委員御指

摘がありましたフェスタとか、そういうところ

で協力依頼というのは、今のところしていない

状況でございますが、今回は衆議院議員の期日

前投票がございましたので、そちらのほうの入

り口付近に、今度作成しましたチラシのほうを

ですね、掲示させていただくということで施設

管理者等と打ち合わせをしまして、掲示をさせ
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ていただいておるという状況でございます。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 部長、イベントのごみ

についてという取り組みを、私は話をさせてい

ただいとったと思い、記憶がありますが。 

○環境部長（福田 晃君） はい。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、福田環境部

長。 

○環境部長（福田 晃君） はい。確かに大倉

委員からあっております。そのときも依頼をし

ていくちゅうことで一応お答えはしておりま

す。申しわけございませんが、してなかったち

ゅうことを私のほうも把握しておりませんで、

申しわけなく思っております。 

 イベントについては、必ずプラスチックとか

特にたくさん出ますので、その関係は資源ごみ

のほうに持っていくようにですね、うちのほう

も、当然、協力依頼を主催者のほうにすべきだ

と思っております。そちらのほうをちょっと、

していないちゅうことをちょっと私のほうが把

握しておりませんで、申しわけなく思っており

ます。 

 以上です。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） これまでの動きを見て

いて、ほんと市の職員さんが一丸となってごみ

減量に取り組む姿勢ちゅうのが見えぬとですよ

ね。非常事態宣言て、ほんと看板だけならば、

もう非常事態宣言やめならんですか。私はもう

そっでよかと思います。本気で取り組んどんな

る姿が全く私たちに伝わってこないので、非常

に残念です。 

 行政がここまで清掃センターの老朽化引っ張

ってきたわけですから、市民の皆さんに迷惑を

かけているという思いがあるんであれば、もう

一度市の職員さんで一枚岩になって取り組む、

その姿勢を見せてほしいと思います。（環境部

長福田晃君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○副委員長（堀口 晃君） はい、頑張ってい

ただきたいと思います。 

 ほか、ございませんか。 

 はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） この崩落状況の写真が

あるんですけど、夜間ちゅうことで人間には影

響はなかったということですけども、この下に

いろいろ機械とかそういうのもあるんじゃない

かなと思うんですけど、運転のほうには何も影

響はなかったんですか。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、山口ごみ対

策課長。 

○ごみ対策課長（山口 剛君） はい。こち

ら、落下しました下のところでございますけれ

ども、その１つ入りました建屋の中に破砕機と

いうのがございます。そちらのほうは先ほど申

しましたように、１週間に１回程度の運転量を

しておりまして、それを破砕しました後、建屋

の外にベルトコンベヤーですとかホッパーと

か、そういう機械がございますけれども、幸い

そちらのほうには影響はなかったということで

ございます。ただ、一部エアコンの室外機が１

カ所ございましたけれども、そちらのほうがち

ょっと潰れていたという状況でございます。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） はい。まあ人にも影響

はないということで、その程度で済んで幸いだ

ったかなとは思いますけども。不幸中の幸いか

なと思います。 

 それと、この写真なんか見ると、ほんとにま

だ残ったモルタルがあるもんだから、もう全て

モルタルは撤去したがいいんじゃないかと、私

も写真見たときは思ったんですけども、その方

向に向かってやりたいというお話がありました

ので、そういうのは早急にやられたほうが、安

全のためには非常に有効じゃないのかなと思っ

ておりますので、それはお願いしときたいと思

います。 
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○副委員長（堀口 晃君） はい。ほかありま

せんか。よろしいでしょうか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。以上でごみ

非常事態宣言後の状況について、外壁の一部崩

落についてを終了いたします。 

                              

・生活環境に関する諸問題の調査（八代市環境

センター建設事業の進捗状況について） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。次に、八代

市環境センター建設事業の進捗状況について、

お願いいたします。 

○環境部長（福田 晃君） はい。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、福田環境部

長。 

○環境部長（福田 晃君） はい。環境センタ

ー建設事業の現在の進捗状況について、小橋課

長が説明申し上げます。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い、委員長。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、小橋環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）八代市環境センター建設事業の、

この中で本日御説明いたしますのは、事業者選

定委員会のフローにつきまして、進め方、それ

からこれまでの経緯などを御説明させていただ

きます。座って説明させていただきます。 

 お手元の資料をごらんいただきたいと思いま

す。 

 これまで事業者選定委員会のほうが４回開催

しております。３回までの会議の内容につきま

しては、建設環境委員会のほうに御報告したと

ころでございますが、４回目、２カ所この委員

のメンバーで視察をされております。 

 クリーンヒル宝満──これは福岡県ですが、

筑紫野市を中心とした広域の施設です。クリー

ンヒル宝満、それからクリーンパーク臨海──

これは福岡市内の箱崎地区にあるところなんで

すが、委員の中から、１回もこういった施設を

見たことがないということで御意見がありまし

て、委員会として見に行かれたところでござい

ます。クリーンヒル宝満のほうはシャフト式で

す。それからクリーンパーク臨海のほうはスト

ーカ式です。２機種を見に行かれました。 

 それから、今後のスケジュールなんですが、

第５回目を今月の２８日行う予定でございま

す。内容は、入札公告書類（案）の審議と、そ

の中で、入札公告書類の中で事業者選定を行い

ますところの評価基準書の基準書づくりです

ね。それから、もう一つが要求水準書の中身の

審議ということで、これを中心に審議が行われ

る予定です。 

 それから、第６回目から、入札公告書類の中

で、審議及び決定としておりますが、決定に向

けての審議が行われてまいります。先ほど、第

５回目で行いました事業者選定の基準書、それ

から事業者を募集しますときに使います入札説

明書、それから要求水準書、リスク管理方針

書、契約書、これが第６回からとなっておりま

すところが、審議の時間をあらわすところでご

ざいますが、どこの自治体もここには数回の審

議回数をかけている模様です。 

 それが、審議が終わりまして、この入札公告

書類の決定というのが真ん中ほどに書いており

ますが、決定されましたならば、いよいよ特定

事業の選定の結果を確認いたします。これはＶ

ＦＭの値によりまして、ＤＢＯとしてこの事業

を行うということで、特定事業を選定してまい

りますが、ここまで終わりましたところで、市

議会のほうに債務負担行為の御承認のお願いを

することになります。 

 御承認いただきましたならば、いよいよ事業

者を募集いたします入札公告の書類の公表、そ

れから特定事業の選定の公表を行ってまいりま
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す。 

 その後、事業者に、そうですね、四、五カ月

から半年ぐらいの時間を与えまして、そのプレ

ゼンの準備をしていただくんですが、入札公告

を打ちました後、民間事業者参加状況報告、審

査方法の審議などを行っていただきます。それ

から、事業者から提案書が出てまいります。そ

れの事前聞き取りをまず行います。で、提案書

自体が出ましたときに、提案書の審査を行って

いただきます。 

 その前に、一般競争入札ですので、価格要素

となります見積書が提示されます。これが価格

要素なんですが、提案書のほうが非価格要素と

いうふうに考えております。ですので、提案書

が出る前に、まず入札として見積書を徴収する

ことになろうかと思います。 

 その後、いよいよヒアリング、審査を行いま

すが、ここで落札者を決定していくわけなんで

すけども、まず最初に非価格要素の審査を行い

まして、それで点数が出ましたところで、今度

は価格点の要素を決めます、この入札書を開札

いたします。開札した後、価格点と非価格点を

合計しまして、総合点で最優秀提案者の決定を

してまいります。 

 ここで落札者が決まりますので、その後、仮

契約、基本協定の締結というふうに進みまし

て、最終的には、市議会のほうで本契約として

契約締結の御承認をしていただくという運びに

なろうかと思います。 

 ここで本日お願いいたしたいのは、この前の

本会議の一般質問で、幸村議員のほうから市長

に対して御質問があったんですが、その中で、

市長のほうからお願いがありました。中ほどの

議会承認で債務負担行為を今後お願いしていく

んですけども、その際に、市議会として全会一

致で御承認いただければというお願いを市長の

ほうから申しております。 

 そういったことで、今後の事業者選定委員会

の推移を見ながら事業者を募集してまいります

けども、時期が来ましたならば、市議会のほう

といたしましても全会一致でお願いをしたいと

考えております。 

 以上で御報告を終わります。よろしくお願い

いたします。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、本件につい

て、何か御質疑、御意見等はございませんでし

ょうか。 

 はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） この資料では、４回ま

でもう済んだちゅうことで、５回、そして６回

ですね。６回から以降、８回程度予定されてる

ようですけれども、その日付ちゅうか、それが

入ってないけど、どういう日程で進まれる予定

ですか。前に説明したとおりなんですか、それ

とも少し変更があったんですかね。 

 聞くところによると、債務負担行為はもう３

月にはしたいとかいうような話も漏れ聞いてく

るんですけれども、前から言っとるように、環

境アセスが進まないと、そういうことも大体お

かしいんじゃないかなということですけど、そ

のあたりを踏まえて、何か日程、──何か変更

があったんですか。それからいくと大体、予定

の日付が入っていくんじゃないかなと思うんで

すけども、そのあたりはどうなんでしょうか。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、小橋環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。今、増田委員のほうから御指摘がありまし

た、３月に２５年度当初予算として債務負担行

為の御承認をとお願いして、──会派別勉強会

ではお願いをしたところだったんですが、委員

長との事前打ち合わせの中で、この事業者選定

の基準書、これを審議する際に、やっぱり他自

治体と大きく違うのが、八代市の場合はここの
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基準書づくりです。 

 それは、２方式３機種という複数機種での評

価を平等に行いたいということから、この基準

書づくりが一番時間かかるし、かけなければい

けないという御意見をいただきました。 

 それから、もう一つの要因が、私どもは２５

年度の当初予算でお願いしたかったんですけど

も、委員の先生方が年度末に大学入試センター

のテストがございます。それから、一般のその

大学の入試の準備もございます。それから、卒

業のシーズンでございます。そういったこと

で、９名の外部委員の日程調整が非常に厳しい

であろうということで、３月にこの基準書まで

終わって、入札公告を打つまでには至らないの

ではないかという予測を立てられました。そう

いったことから、事務局との考えで、少し日程

的にずれが生じておりました。 

 それで、第６回からの審議につきましては、

慎重かつ、回数は少しかかるけども、その２方

式３機種が平等に評価できるような基準書づく

りを行いたいということのお願いがありました

ので、夏あたりを目標に債務負担行為のお願い

をできればなとは考えておりますが、これもこ

の事業者選定委員会の進捗状況を見ながら御判

断させていただきたいなと考えております。 

 まだ特に確定はしとりませんが、できること

から進めたいという考えには、これまでどおり

変わっておりません。しかし、そういったいろ

んな状況がございますので、慎重審議を重ねて

いただきたいというふうに委員長にはお願いし

たところでございます。 

○環境部長（福田 晃君） はい、いいです

か。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、福田環境部

長。 

○環境部長（福田 晃君） ただいま小橋が説

明申し上げました中で、委員長という言葉が出

ましたけども、これは事業者選定委員会の委員

長でございます。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 関連ですが、この委員

会のスケジュールというのは、結局、議会の債

務負担行為も含めて、今回の環境センターとい

うのは、私が結局いつも言っとるように、やっ

ぱり環境アセスっていうのが最低限の条件だと

いうことを言っとったとおり、国・県の許認可

ができぬことには、これはどうしても前に進め

ない部分があるということで、スケジュールて

いうのは、やっぱりその辺の、──何でしょう

か、流れも考慮してスケジュールを組んでいか

なければ、市独自に、ただ勝手にですね、こ

れ、スケジュールを組んでいったら、私、非常

に、国・県との兼ね合いといいますか、信頼関

係とか、その辺についても今後やっぱり損なわ

れる。やっぱそういう部分が出てくるから、ス

ケジュール出す部分においては、非常にその辺

は慎重審議に出していかなければ、勝手にやっ

ぱり市独自じゃだめじゃないかなて。やっぱそ

の辺も今後は、執行部についてはしっかりその

辺のことも踏まえてスケジュール設定していた

だきたい。そう思います。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） ちょっとさっきの、日

付ちょっと聞きたかったんだけど、その日付出

なかったですけどね。 

 債務負担行為については何か夏ごろをめどに

というような、今答弁のようでしたけど、夏ち

ゅったら７月とかぐらいからもう夏ですから

ね。７、８、９。ということは、議会するとは

９月ぐらいが議会と、９月議会でそういうのを

したいと言われるのか、それとも６月議会でし

たいのか。それと途中の７月のところで臨時議

会でという、まあそういう方法があるでしょ

う。大体、夏ちゅうても、どれぐらいをめどに

されとんですか、ある程度の時期としては。 
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○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、小橋環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。夏と申し上げましたのが、先ほど橋本委員

のほうからアセスメントの終了というキーワー

ドがございました。で、夏ごろにちょうど準備

書の、──終わりは評価書が終わったときを終

わりと言うんですけども、準備書が夏ごろ出ま

す。フォーシーズン調べましたデータがそろい

まして、準備書の作成に入るんですが、このと

きに県知事意見も出るんですけども、特に市民

からの御意見やそれから注意などがございませ

んであれば、この準備書が、今度は評価書で将

来予測につながっていくんですけども、現状の

場所で、現状の施設の計画はよろしいというふ

うな状況になってまいります。 

 その判断がいただければ、夏ごろから今度は

評価書に入っていくんですけども、評価書が完

了いたしますのが来年の１１月ごろですので、

そこの三、四カ月の間に準備書から評価書に移

っていくんですけども、そこで特に市民意見、

それから反対意見がございませんであれば、加

賀島地区のあの場所にこの施設を、環境センタ

ーの施設を建てると、建設するということがほ

ぼ確定的になってまいります。 

 そうしたところで、評価書が出ましたところ

で、県のほうが港湾計画の変更に取りかかる

と、手続に取りかかるということを文書でいた

だいとりますので、そのあたりが事業者を、入

札公告を打つ時期としましても市民意見がいた

だけるのかな…… 

○委員（増田一喜君） いや、ちょっと。 

○副委員長（堀口 晃君） はい。 

○委員（増田一喜君） いや、私が今聞いてる

のは、債務負担行為はいつごろになる、──夏

ごろに何とかという話だが、債務負担行為の議

会に議案提出するのは、平成２５年の夏ごろっ

ていうふうに俺聞こえたんだけども、いつごろ

なんですかて。来年の６月は定例の議会があり

ます。で、臨時議会で７月すんのか、その次は

９月の、改選のあった後の９月に出されるの

か、そのあたりをちょっと聞きたいなちゅうこ

とで質問したんですけど。 

 今、何かだらだら言って、結局は何月ごろ、

何月ごろ、何月ごろて、その数字は入らずに、

ただ流れだけ。流れはここに書いてありますか

らわかりますから、そこにもしわかれば何月ご

ろというのをね、入れて説明していただきたい

なちゅうのを今聞いたんです。 

○環境部長（福田 晃君） はい。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、福田環境部

長。 

○環境部長（福田 晃君） はい。小橋が夏ご

ろと申し上げましたのはですね、一番早い時期

でも、──私どもの事務局の要望といたしまし

てですね、今言いました準備書の段階で知事意

見がなければ、もし県のほうとですね、うまく

お話が進めば、そのときでもということで、あ

くまで一番早い段階でのこちらの希望です。 

 ですから、環境アセスが一応基準ちゅうこと

は、私どものほうも当然考えております。です

から、少しでも早くそれができればということ

で、小橋のほうが夏ごろと申し上げました。 

 ですから、最も早くなったときでも、知事意

見のときの夏ごろが一番早いのかなという形に

なりますけども、現実的にはその知事意見が出

てみないことにはわかりません。ですから、ち

ょっと――。（委員増田一喜君｢数字が言えな

いと」と呼ぶ）はい、そうでございます。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） いや、結局はね、私た

ちもアセスが終わってからと、環境アセスが終

わってからと言うんですけど、２５年の夏、

夏、夏つって、県とか国とかがそやんと言わな
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いんだから、環境アセスが終わらないとそこに

進めないよというんであれば、返事もらえるわ

けがないわけでしょう。 

 だったらもういっそのこと、すぱっときれい

にそこの数字が入れれるような形のね、日程を

つくったらいかがですか。いつまっでもこうや

って、こうなったら、ああなったらて、何か日

程もころころころころ変えていくようなじゃな

くって、ちゃんと国・県と打ち合わせして、こ

れだったらいけるよ、これだったらいけるよと

かいう話、そしたら一番肝心なところは環境ア

セスでしょう。それが済まないことには、私た

ちは対応しませんよみたいな雰囲気になっとる

んだから、やっぱりそこを中心に県・国と交渉

されて、そしてその中で日程していけばいいん

じゃないですか。 

 さっきも橋本委員が言われたように、何かも

う、ただただ八代の執行部のほうの都合ばかし

で日程をして、これに合わせてくださいて言っ

たって、向こうが合わすわけがないでしょう。

上級官庁が下級官庁に合わすわけがないじゃな

いですか。そこらあたりもきちんと丁寧にです

ね、向こうあたりにも説明してやっていかない

ことには。 

○委員（橋本幸一君） 委員長、よろしいです

か、今の関連で。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 私が今理解しとっとこ

は、今部長のお話では、環境アセスが１１月

と。その前に、まあ３カ月ぐらい前に、知事の

意見書がどういうあれが出るか、その辺の含み

があるから、その辺をめどにして債務負担行為

の検討に入りたいという、そう理解してよろし

いんですね。（環境部長福田晃君「はい」と呼

ぶ） 

 今の意見と増田委員の意見、ある程度合致し

てると私は思います。だから、その辺をめどに

県と十分検討されればですね、私はいいかと思

います。 

○委員（大倉裕一君） よかですか。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、お昼が過

ぎましたが。これから事業者選定委員会が具体

的選定のほうに入られる、基準書づくりとかで

すね、そういったものに入っていかれるんだろ

うというふうに思いますが、８回程度、この８

回ていうのは、他市の例を参考にまあ８回程度

で可能ではないかなというふうなことではなか

ったかというふうに記憶をしとります。ほんと

にこの８回程度で選定委員会が終わるのかなと

いう懸念もあります。 

 というのが、結局、八代市は２機種３方式と

いうのをもう貫いてこられて、絞ることをされ

ませんでした。このこと考えると、他市は１機

種に絞って、１機種で８回程度の選定委員会で

すよね。八代の場合は３機種ありますので、３

施設分を検討するような状況にあると言っても

過言じゃなかっかなというふうに私は思ってお

りまして、ほんとにこの８回というのが、程度

ということで濁してありますけれども、選定委

員会が十分な選定の期間というのがとれるのか

なというふうに、今心配をしておるところです

が、そのあたりはどういうふうな見解をお持ち

ですか。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。確かにこれは、進捗状況はもう委員会に委

ねておりますので、８回で足りるのか足りない

のかという御質問に対しては、なかなか明確に

はお答えできませんが、まあ一番審議で中心に

なりますのが、第６回からの事業者選定の基準

書、それから要求水準書、それからお互いが損

をしないように取り交わしますリスク管理方針

書、このあたりが一番話の中心になってこよう
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かと思います。 

 この条件に合いませんと、今度は事業者が手

を挙げてまいりませんので、この入札公告書類

の作成、市の審議につきましては、非常に時間

をかけざるを得ぬし、かかるであろうと考えて

おります。 

 ですので、財政課のほうとも、まあ報償費関

係はございますけども、この８回で終わらない

場合の話もしております。ですので、余りだら

だらと長くなるのはよくないんですけども、回

数にはこだわらないというふうに、もう初回の

会議のときに、委員会のほうには市の方針は伝

えております。 

 ですので、８回が足らなければ９回、１０回

というふうになるのかと思いますが、この議会

承認で債務負担行為を御承認いただいた後の入

札公告を打ちましてからは、今度は三、四回の

会議で済むのかなと思っております。 

 要は、この事業者選定基準書を事業者が見ま

して、その平等性、それから手を挙げる価値が

あるのかどうか、そういった判断をされると思

います。それを見て、事業者が公募、──集ま

ってまいりますので、とにかくこの基準書づく

りが一番の課題かなというふうには考えており

ます。ですから、この第５回、第６回あたりか

ら、いよいよ本格的な審議に入っていくのかな

と思っております。ですので、ここに数回の会

議の回数をかけられると考えております。 

 以上です。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 恐らく市が想定してお

らぬような状況がまた出てくっとじゃないかな

というふうに私は心配をしておりますが、回数

にこだわりませんていう初回の言葉をつけまし

たというような話ですけど、やはり一つの基準

ていうか、区切りは行政のほうとして持っとっ

ていただかないと、これがやはり市の主体性と

いう部分がですよ、見えぬから、なかなかこ

う、私たちもこういう委員会の中で厳しく話を

しなければならない部分がやっぱ出てきてると

いうふうに思いますので。そのあたりはです

ね、しっかり計画性持っていただいて、検討も

掘り下げた検討をしてもろうてですね、市民に

迷惑のかからぬように取り組んでいっていただ

きたいというふうにお願いしておきたいと思い

ます。 

○副委員長（堀口 晃君） はい、ほかありま

せんか。よろしいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。なければ、

以上で八代市環境センター建設事業の進捗状況

について終了いたします。（｢ありがとうござ

いました」「お世話になりました」と呼ぶ者あ

り） 

 当委員会の所管事務調査について、ほか何か

ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） ほかにないようで

したら、私のほうから本委員会の管外行政視察

について、委員さんの方々の御意見をお伺いし

たいと思いますので、それではしばらく小会し

たいと思います。 

（午後０時０５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時１２分 本会） 

○副委員長（堀口 晃君） それでは、本会に

戻します。 

 本委員会の管外行政視察を行うこととし、そ

の期間は平成２５年２月７日から８日までの２

日間といたしたいが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。異議なしと

認め、そのように決しました。 

 以上で所管事務調査２件についての調査を終

了します。 

○副委員長（堀口 晃君） 次に、本委員会の
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派遣承認要求の件についてお諮りいたします。 

 本委員会は、平成２５年２月の７日から８日

までの２日間、都市計画・建設工事に関する諸

問題の調査、生活環境に関する諸問題の調査の

ため、行政視察に参ることとし、視察先及び視

察内容については委員長に御一任いただき、決

まり次第、議長宛て派遣承認要求の手続をとら

せていただきたいと思いますが、これに異議は

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） はい。異議なしと

認め、そのように決しました。 

○副委員長（堀口 晃君） 次に、閉会中の継

続審査及び調査の件についてお諮りいたしま

す。 

 所管事務調査２件及び陳情１件については、

なお審査及び調査を要すると思いますので、引

き続き閉会中の継続審査及び調査を申し出たい

と思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（堀口 晃君） 異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって建設環境委員会を散会いたしま

す。 

（午後０時１３分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２４年１２月１２日 

建設環境委員会 

副 委 員 長 


